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平成２５年（ワ）第３８号  

「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発事故原状回復等請求事件  

原 告  中島 孝  外７９９名  

被 告   国    外１名  

 

準 備 書 面 （ ４ ） 

 

２０１３（平成２５）年９月３日  

福島地方裁判所 第１民事部 御中  

原告ら訴訟代理人  

弁護士  安 田 純 治  外  

 

はじめに～本準備書面の目的  

本準備書面は、第１に、原子力発電所における安全確保について被告

東京電力に高度の注意義務が課されることを明らかにする。  

第２に、津波による全電源喪失を予見しうるだけの知見の進展、およ

び、その時々の様々な知見について、被告東京電力及び被告国がそれら

をいつ認識したかを整理し、あわせて被告東京電力がどのように対応し

たかについて明らかにする。  

なお、このような知見の進展は、原告準備書面（３）及び（６）にお

いて論じる国の規制権限不行使の違法性を基礎付ける事実ともなるも

のであり、本準備書面「第２」の事実は、被告国に対しても主張するも

のである  

 

第１、原子力発電所の安全確保のための高度の注意義務について  

～津波対策および過酷事故対策につき被告東京電力に求められていた
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もの～ 

 

１、原発事故被害の特異性と重大性について  

政府事故調最終報告書は、その冒頭において「原発事故の特異性」に

ついて指摘している。 

「原子力発電所の大規模な事故は、施設・設備の壊滅的破壊という

事故そのものが重大であるだけでなく、放出された放射性物質の拡

散によって、広範な地域の住民等の健康・生命に影響を与え、市街

地・農地・山林・海水を汚染し、経済的活動を停滞させ、ひいては

地域社会を崩壊させるなど、他の分野の事故にはみられない深刻な

影響をもたらすという点で、きわめて特異である。」（甲Ｂ１の２、

７～８頁）  

  このような指摘は、決して、本件事故後に初めてなされるようになっ

たものではない。本件事故以前から、心ある多くの市民・研究者・専門

家らは、原発事故の取り返しのつかない重大性と危険性につき、繰り返

し警鐘を鳴らしてきた。  

「原子力には、放射能の生命と生態系への危険性、とりわけ原発

の巨大事故のリスクの問題がある」。「巨大科学技術システムが共通

に負っている、けっしてゼロにはできない破局的事故の可能性、そ

れに絡むヒューマンエラーの可能性の問題が、原子力には凝縮した

かたちで存在している」、「一度でも起これば、とり返し不可能な影

響を全地上の生命に与えうるような事故の可能性に対して、技術に

よって確率を下げるというだけでは、究極的な安心（心の平和）を

人びとに与えることはできない」（高木仁三郎「市民科学者として生

きる」岩波書店、１９９９年、２１７頁）。  

２、原発震災の危険性について  
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  原発に深刻な事故をもたらすのは内部におけるヒューマンエラー等

に限られない。むしろ外的事象、とりわけ地震など巨大な自然災害への

対応は、原発の安全維持にとって最大の課題であった。通常の震災と原

発災害が複合する原発震災の危険性は、本件事故以前から指摘されてき

た。  

「要するに原発とは、炉心に莫大な核・熱エネルギーと‘死の灰，

を凝縮しつつ、無数の配管とポンプと弁を通って高流速で循環する

大量の高温・高圧の熱水と蒸気が、核分裂連鎖反応を微妙にコント

ロールしている巨大システムである。」、「震災時には、原発の事故処

理や住民の放射能からの避難も、平時にくらべて極度に困難だろう。

つまり、大地震によって通常震災と原発災害が複合する‘原発震災，

が発生し、しかも地震動を感じなかった遠方にまで何世代にもわた

って深刻な被害を及ぼすのである。膨大な人々が二度と自宅に戻れ

ず、国土の片隅で癌と遺伝的障害におびえながら細々と暮らすとい

う未来図もけっして大袈裟ではない。」（甲Ｂ１８・石橋克彦「原発

震災 破滅を避けるために」）  

  無論、自然災害は地震だけに限られない。「発電用軽水型原子炉施設

に関する安全設計審査指針」（安全設計審査指針）は、既に１９７７年

の時点で、安全上重要な構築物、系統及び機器について、「地震以外の

自然現象に対して、寿命期間を通じてそれらの安全機能を失わず、自然

現象の影響に耐えるように、過去の記録、現地調査等を参照して予想さ

れる自然現象のうち最も苛酷と考えられる自然力およびこれに事故荷

重を適切に加えた力を考慮した設計」をしなければならないと定めてい

た（甲Ｂ１の１・政府事故調中間報告書３６７頁参照）。  

３、特に津波対策の重要性について  

  四方を海に囲まれ、太平洋プレートやフィリピン海プレートに取り巻
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かれた島国である日本では、歴史上繰り返し津波による被害に見舞われ

続けてきた。  

奥尻島を中心に２００名以上の犠牲者を出した１９９３（平成５）年

の北海道南西沖地震津波を受け、１９９８（平成１０）年に公開された

「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（国土庁、農林水産省

構造改革局、同省水産庁、運輸省、気象庁、建設省、消防庁）では、以

下の様に述べている（甲Ｂ２１、３０～３１頁）  

「2）対象津波の設定   

津波防災計画策定の前提条件となる外力として対象津波を設定す

る。対象津波については、過去に当該沿岸地域で発生し、痕跡高等

の津波情報を比較的精度良く、しかも数多く得られている津波の中

から既往最大の津波を選定し、それを対象とすることを基本とする

が、近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可能

性が指摘されているような沿岸地域については、別途想定し得る最

大規模の地震津波を検討し、既往最大津波との比較検討を行った上

で、常に安全側の発想から対象津波を設定する。この時、震源の位

置によっても津波の来襲特性が変化するなど、必ずしも最大規模の

地震から最大規模の津波が引き起こされるとは限らないことから、

地震の規模、震源の深さとその位置、指向性、断層のずれ等を総合

的に評価した上で対象津波の設定を行う。」  

自然災害は想定を超える可能性が常にある。既往最大津波が繰り返さ

れることを想定するだけでは不十分であり、別途想定される最大規模の

地震津波の検討が求められているのである。防災一般においてさえ、こ

のような安全側に立った対象津波の設定が求められる以上、高度に危険

かつ特異な原発という施設においては、より厳格に、徹底的に安全側に

たった対象津波の設定が求められることは、言うまでもない。  
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４、求められる高度の注意義務と対策  

（１）最新の知見に基づく即応性ある対策が求められる  

① 以上の見地に立てば、科学的知見が学会の中で多数を占める等によ

り確立し、かつ、その知見に基づき具体的に想定される危険性だけを

考慮して対策をとれば良いという考え方は、原発の安全対策において

は許されない。  

  原発事故においては、「既存文献の調査、変動地形学的調査、地表

地質調査、地球物理学的調査等」（発電用原子炉施設に関する耐震設

計審査指針）を用い、常に最新の知見に基づいて対策を講じるべきこ

とが求められるのである。  

② 伊方訴訟において、原子炉等規制法２４条１項４号が原子力発電所

の安全審査基準を具体的かつ詳細に定めていないことが憲法３１条

および４１条に違反するかどうかの争点につき、上告審判決は以下の

様に述べている。  

「規制法２４条１項４号は、原子炉設置許可の基準として、原子

炉施設の位置、構造及び設備が…（中略）…災害の防止上支障が

ないものであることと規定しているが、それは、原子炉施設の安

全性に関する審査が、…（中略）…多方面にわたる極めて高度な

最新の科学的、専門技術的知見に基づいてされる必要がある上、

科学技術は不断に進歩、発展しているのであるから、原子炉施設

の安全性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困

難であるのみならず、最新の科学技術水準への即応性の観点から

みて適当ではないとの見解に基づくものと考えられ、…（中略）

…右規定が不合理、不明確であるとの非難は当たらないというべ

きである」  

ここでは、原子炉施設の安全性に関する審査が最新の科学的・専門
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技術的知見に基づいてなされる必要があること、原子力発電所の安全

性審査においては不断に進歩・発展する科学技術水準への即応性が要

求されることが、当然の前提とされている。  

  一定の科学的知見に基づけば原発事故の危険が予見できる場合に

は、それが例え不確実なリスクであっても、徹底的に安全側に立って、

最新の知見に基づき即応性を持って対策を講じる義務が、被告東京電

力にはあったというべきである。  

（２）過酷事故（シビアアクシデント）の予見と対策について  

同時に、原発事故の特異性に照らせば、どのように事前の想定を尽

くしても、想定を超える自然災害による事故は起こり得るという前提

に立って、過酷事故（シビアアクシデント、ＳＡ）対策を講じておく

義務が、被告東京電力にはあった。  

ＳＡは起こり得るという前提に立った真の「深層防護（多重防護）」

が図られるべきであり、ＳＡ対策は当然法令上の要請とされるべきで

あった。  

「どの様に大きな構造物を作ったとしても、それを上回る津波が来

襲する恐れは常に存在する」（土木学会原子力土木委津波評価部会

（後述）の首藤伸夫主査、政府事故調中間報告４４５頁）  

「津波自体が想定を超えるものであったとしても、そこでもう手だ

てがなくなってしまうということはあってはならないわけです。津

波は想定を超えたかもしれないけれども、それの先の防備というか

防護対策が何重にもなされているべきである、これが原子力の安全

を守る原則です」（甲Ｂ２３、原子力安全委員会・斑目春樹、国会事

故調 会議録第４号２頁）  

「想定以上のことが起こっても安全なように設計されていないとい

けない。科学の力が及ばないということは絶対に言ってはいけない。
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それが原発の『設計思想』のはずだ」（甲Ｂ２４、原子力安全委員会・

耐震安全性評価特別委員会委員長の入倉孝二郎氏、２０１１年４月

５日東京新聞）  

５、小括  

以上のとおり、被告東京電力は、原子力発電所のもつ特殊性ゆえに事

業者として高度の注意義務を負っており、最新の科学的知見に基づき即

応性をもって安全対策を講じ、かつ、想定を超える自然災害による事故

は常に起こり得るという前提に立って過酷事故対策を講じる義務を負

っていた。  

以上を踏まえ、以下では、津波による全電源喪失を予見しうるだけの

知見がどのように進展してきたかを明らかにする。  

 

第２ 津波による全電源喪失についての予見可能性（訴状５９頁、７１頁） 

 

１、前提となる知識 

（１）日本海溝における海溝型プレート境界地震 

  地震とは、岩盤中の境界面（断層）の両側がずれ動く断層運動現象

である。 

世界最大の海洋プレートである太平洋プレートは、東北地方を載せ

た陸側の北アメリカプレートの下に沈み込んでいる。この沈み込みの

始まる場所が日本海溝、東日本沖の太平洋底に海岸線にほぼ並行して

走っている。 

 プレート境界に沿って、海溝（＊１）よりやや離れた場所から数１

０ｋｍの深さまでは、普段は強くプレート同士が固着しているため、

沈みこむプレートに上盤のプレートが引きずり込まれ、固着域に歪み

が蓄積する。その歪みが限界を超えると、上盤プレートが元に戻ろう
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としてプレート境界が急激にずれ（「すべる」、「破壊される」とも表

現される）、地震が生じる。これを「海溝型プレート境界地震」と呼

ぶ。 

（２）海溝軸付近の津波地震と、海溝深部における貞観タイプの地震 

「海溝型プレート境界地震」といっても、プレート境界のずれる位

置（深さ）やそれにより生じる津波の態様は一様ではない。 

海溝軸（＊１）付近のプレート境界面がずれることにより、その断

層の直上の海底のみが急激に大きく隆起すると、大きな津波の原因と

なる。地震の規模の割に非常に大きな津波を引き起こす地震を「津波

地震」と呼ぶ。１８９６年の明治三陸沖地震津波は、この津波地震の

代表例であり、津波による多数の犠牲者を出した。 

他方、プレート境界の深部で幅の広いずれが生じると、広い範囲で

海底が隆起し、水面がゆっくりと上昇し、波長と周期（＊２）の長い

津波が生じる。８６９年の貞観津波（後述）がその典型例とされてい

る。今後、原告らの主張において、前述の「津波地震」と明確に区別

するため、プレート境界深部での地震を「貞観地震タイプ（の津波）」

と表記することがある（なお、貞観地震については、今回の東北地方

太平洋沖地震と同様、プレート境界深部のみならず、海溝軸付近も大

きくずれた連動型巨大地震であった可能性も指摘されている）。 

貞観地震タイプの津波は周期が長いため、平野の奥深くまで浸水す

るが、津波地震では周期が短いため海岸付近では津波が大きいが平野

に浸水することはない。 

（３）領域区分について（甲Ｂ５の２長期評価、１５頁・図１） 

   三陸沖から房総沖までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿いの地域で

は、過去に大地震が数多く発生してきた。 

   その内、三陸沖北部については１６７７年以降現在までに津波をと



9 

 

もなう大地震が４回発生しており、固有地震（その領域内で繰り返し

発生する最大規模の地震）と考えられている。それ以外の領域につい

ては同一の震源域で繰り返し発生している大地震（固有地震）が殆ど

知られていない（甲Ｂ５の２、１頁）。津波地震についても、１６１

１年の慶長三陸地震、１６７７年１１月の房総沖地震、１８９６年の

明治三陸地震が同じ場所で繰り返し発生しているとは言い難く、固有

地震と扱うことはできない（甲Ｂ５の２、２頁）。   

以上より、三陸沖から房総沖までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿い

の地域において、将来の地震を予測する際の領域区分については、過

去の主要な地震の震源域を根拠とし、かつ、同じ構造を持つプレート

境界の海溝付近については「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」とし

て広く領域を設定するのが通常である（甲Ｂ５の２、長期評価１５

頁・図１ほか）。 

以下、原告の主張における領域区分についての表記は、長期評価１

５頁・図１のそれに従う。なお、「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」

については「日本海溝付近」と略記することがある。 

 

２、２００２（平成１４）年までの津波についての知見の進展 

（１）本項の主張の位置付け 

原告らは、訴状にて、「被告東京電力は、２００２(平成１４)年７

月、遅くとも２００６(平成１８)年までには、地震及びこれに伴う津

波により原子炉施設が水没して全電源喪失に陥り、炉心が溶融し放射

性物質が施設外へ大量放出されるという重大事故が発生する可能性

を認識し」ていた旨主張した。 

   本項では、上記主張を基礎づける津波についての知見のうち、まず

２００２（平成１４）年までの知見の進展を明らかにする。 
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 （２）概要 

   我が国は地震多発国であり、津波による被害も多い。明治三陸大津

波（１８９６年）においては死者２万人以上の大災害が発生しており、

その他、１９８３（昭和５８）年日本海中部地震の津波で死者１００

人を出したほか、１９９３（平成５）年北海道南西沖地震においても

死者２０２人・行方不明者２８人を出し、その大半が津波によるもの

であった。 

   本書面第１でも引用したが、上記北海道南西沖地震津波による大災

害の経験を受け、当時の国土庁、農林水産省構造改革局、農林水産省

水産庁、運輸省、気象庁、建設省、消防庁の７省庁は、１９９８（平

成１０）年「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（甲Ｂ２

１）を公開し、これに先立つ１９９７（平成９）年３月には、上記「手

引き」の別冊として、津波災害予測マニュアルに関する調査委員会（委

員長東北大学工学部教授首藤伸夫）が作成した「津波災害予測マニュ

アル」（甲Ｂ２２）とともに地方公共団体に提示され、各地での津波

対策に活用されるに至っていた。 

   そして、この津波対策は、原子力発電所の安全確保についても同様

に求められていた。むしろ、第１において述べた、原発事故の特異性、

重大性及び危険性に鑑みれば、原子力の利用については強く保守的な

安全性確保が求められていたといえる。 

   以下に述べるような２００２（平成１４）年当時の最先端の知見を

集積し、真摯に保守的に原子力発電所の安全確保を検討していれば、

本件事故による被害を回避することができた。にもかかわらず、当時

の被告東京電力は、これらの知見を過小評価し、真摯に提言に耳を傾

けることをせずに、結果、本件事故による被害発生を招いた。 

   以下、この知見に関しては、過去に類似した津波（貞観津波・８６
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９年）が生じていたという歴史的事実に関する知見、及び福島第一原

子力発電所の存する福島県沖においても、同原子力発電所が浸水する

Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ以上の津波が発生しうるという津波地震についての

知見という２面があるため、それぞれ順に述べる。 

 （３）貞観津波についての知見の進展 

  ア １９９０（平成２）年以前 

    貞観１１年５月２６日（８６９年７月１３日）に発生した貞観津

波の存在については、正史「日本三代実録」に記述があり、比較的

古くから指摘されていたが、例えば、１９７５（昭和５０）年の地

震研究所の羽鳥徳太郎「三陸沖歴史津波の規模と推定波源域」では、

「貞観１１年の大津波の波源域は海溝沿いで、宮城・福島沿岸の異

常波高を説明するのに、１９３３年三陸津波のものより南寄りが考

えやすい」と指摘されていた（甲Ｂ１２の１）。 

イ １９９０（平成２）年、阿部壽ほか「仙台平野における貞観１１

年（８６９年）三陸津波の痕跡高の推定」（甲Ｂ１２の１） 

    考古学的所見および堆積学的検討に基づく２つの手法により津

波痕跡高の推定を行い、「貞観１１年の津波の痕跡高として、河川

から離れた一般の平野部では２．５ｍから３ｍで、浸水域は海岸線

から３ｋｍぐらいの範囲であったと推定する。」「（津波の最大遡上

地点とされる）藤田新田は海岸線から３ｋｍほど内陸に位置してお

り、この辺まで浸水したということは、仙台平野全体としてみれば、

河川に沿う低地や浜堤間の後背湿地など広範囲にわたって浸水し

たことは疑いなく、海岸付近ではおそらく数ｍ上回る津波高に達し

ていたものと思われる。」「津波高および浸水域などを比較すると慶

長１６年（１６１１年）の津波の方が規模としてはやや大きかった

と考えられるが、貞観１１年の津波も昭和８年の津波（１９３３年
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の昭和三陸地震）の規模をしのぐものであったことは疑いなく、既

往の研究者が述べているように慶長１６年に匹敵するような大津

波であったと思われる。」 

  ウ １９９８（平成１０）年、渡邊偉夫「８６９（貞観１１）年の地

震・津波の実態と推定される津波の波源域」（甲Ｂ１２の２） 

    正史の解読、政治的・社会的情勢を踏まえた伝承の信憑性の吟味、

津波の堆積物などの調査研究や市町村史の記述を参考に、地震・津

波の実態および津波の波源域の推定を行っている。新しいデータの

発見とともにさらに研究が進められ、将来の変更の可能性を示唆し

つつ、「津波が襲来した沿岸は仙台平野から福島県北部沿岸で、災

害が発生したものと推定される。三陸沿岸の気仙郡は津波の襲来の

可能性は高い。」、「津波の波源域は三陸はるか沖の北緯３９度付近

から福島県北部沿岸はるか沖までの長さ約２００ｋｍ、幅約５０ｋ

ｍと推定した。」、「津波の波源域（震源）は三陸沖で、慶長津波（１

６１１年）と比較される最も大きな津波（中略）地震の空白域とい

われている宮城県はるか沖を完全に網羅している。その後千年以上

もこの地域に津波の発生していないことは、注目に値する。」 

  エ ２０００（平成１２）年、河野幸夫、村上弘、今村文彦、箕浦幸

治「貞観津波と海底潜水調査」（甲Ｂ１２の３） 

    日本三大実録の翻訳の内容と、多賀城周辺の津波の跡の調査、海

底断層や海底の調査、津波シュミレーションなどを比較検討し、食

い違い量や大陸地形との関連性から角度などの断層パラメータの

諸元を決定させて、マグニチュードを８．５として計算を行ったと

ころ、その計算結果は、史実に述べられていることがらに非常に似

ていることが明らかになった、としている。 

  オ ２０００（平成１２）年、渡邊偉夫「貞観十一年（８６９年）地
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震・津波と推定される津波の波源域（総括）」（甲Ｂ１２の４） 

    日本三代実録に関連する事項の再検討、貞観津波に関連すると推

定される数多くの伝承、貞観津波が記述される文献、仙台平野と福

島県相馬市の津波堆積物の研究結果などを基礎として、「少なくと

も仙台市から福島県北部沿岸にかけて、広範囲に津波の襲来があっ

たことはほぼ間違いないようである。」、「（日本三代）実録、伝承、

津波堆積物などから、宮城県から茨城県沿岸まで、津波の襲来があ

ったものと推定される。」「（波源域は）日本海溝に沿って宮城県は

るか沖から茨城県北部はるか沖にかけて長さ約２００ｋｍ、幅約５

０ｋｍである。図から分かるように、この波源域の南部は陸奥国境

に最も近く、約１６０ｋｍの距離である。実録にも記述されている

発光現象が茨城県伝承に数多く現れていることから、この津波の波

源域の南部（陸奥国境はるか沖、北緯３７度、東経１４３度）で最

初に大地震（震央）が発生し、これから断層が北ないし北北東に走

ったと推定すると、各県の津波現象と調和する。震度６の範囲を円

と仮定し、ｒを震央から震度６を観測した地点までの距離（半径、

ｒｋｍ）、Ｍを地震マグニチュードとすると、（中略）陸奥国境を震

度６とすると、Ｍ＝８．５となる。この値はいままで三陸沖で発生

した地震のうちで最も大きい。」 

  カ ２００１（平成１３）年、菅原大助、箕浦幸治、今村文彦「西暦

８６９年貞観津波による堆積作用とその数値復元」（甲Ｂ１２の５） 

    「（福島県）相馬において検出した砂層の堆積年代は貞観津波の

発生年代と矛盾が無いことが示され、またその起源は水深数１０～

１００ｍの沖浜から海洋陸棚域に推定されたことから、砂層は貞観

津波による堆積物であるとの解釈は妥当であろう。相馬における貞

観津波堆積物の発見は、津波による土砂の運搬・堆積現象が仙台か
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ら相馬にかけての広い範囲で生じたこと、海岸部に到達した津波の

波高がきわめて大きかったことを示すものと思われる。」と指摘し、

貞観津波の数値を復元するに、先の河野論文（上記エ）、渡邊論文

（上記オ）を比較し、河野論文の宮城県沖型の断層モデルによるＭ

８．５の地震を否定的にとらえた上で、渡邊論文（宮城県気仙沼市

から茨城県大洗町にかけての東日本太平洋沿岸部に残る貞観津波

に関する伝説・伝承を精査し、地震のマグニチュードＭを８．５、

日本海溝沿いの長さ２００ｋｍ、幅５０ｋｍの領域に波源域を推定

した）を、「貞観津波の波源モデルとしては考えうる最大規模のも

のであり、陸上に残されている津波堆積物の存在を無理なく説明で

きると思われる。」とした。 

また、波高について「海岸線に沿った津波波高は、大洗から相馬

にかけて小さく、およそ２～４ｍ、相馬から気仙沼にかけては大き

く、およそ６～１２ｍとなった」、「現在までになされている貞観津

波の痕跡高の数値的な検討は、阿部ほか（１９９０）（上記イ）に

よる仙台平野で２．５～３．０ｍとした推定のみである。これは津

波堆積物の存在限界である内陸３～４ｋｍの地点における標高値

であり、海岸付近での津波波高はこれを数ｍ以上は上回っていたと

考えられる。」と指摘した。 

  キ ２００２（平成１４）年、河野幸夫、高田晋、今村文彦、箕浦幸

治「宮城県沖地震モデルによる貞観津波の解析」（甲Ｂ１２の６） 

    貞観津波が、宮城県沖で発生したものと想定し、どのように波が

伝播し、また仙台・多賀城周辺において、遡上する間にどのような

浸水範囲が伴うかを、３パターンの断層モデルを仮想し、考察した。

この研究は、「貞観津波的規模の大津波が発生した場合に対する、

津波予防対策に役立てることを目的とする」とされていた。「いく
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つかのモデルパターンで貞観津波を仮定し数値解析を行った」結果、

「Ｍ８．２前後のモデルが貞観津波の仮想モデルとして信憑性があ

ると考える。」とした。 

  ク 貞観津波に関する２００２（平成１４）年当時の知見のまとめ 

    以上、貞観津波に関しては、２００２（平成１４）年の時点で、

多くの研究者によって、正史、伝承、津波堆積物などからその被害、

波源モデル、規模、浸水域などに関する研究が、着実に進められて

いた。現時点の知見において、東北地方太平洋沖地震によって生じ

た津波の浸水域は、この貞観津波の浸水域に近いとの知見が得られ

ているが、その基礎は、この２００２（平成１４）年までに集積さ

れていたといえる。 

    すなわち、少なくとも、貞観津波の被害が甚大であったこと、海

岸から３ｋｍほどまで津波が押し寄せたこと、その津波は仙台平野

から更に以南の福島沖相馬付近まで及んでいたことなどは、２００

２（平成１４）年当時、知見として確立していた。 

  

（４）福島第一原子力発電所が浸水するＯ.Ｐ.＋１０ｍ以上の津波を発生

させる津波地震についての知見   

ア、２００２（平成１４）年「推進本部・長期評価」（甲Ｂ５の２）

について 

１９９５(平成７)年の阪神淡路大震災を契機に設置された文部科

学省地震調査研究推進本部の地震調査委員会は、２００２(平成１

４)年７月３１日、「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評

価について」(以下「推進本部・長期評価」という)を発表した。 

その中で、「次の地震」として、以下のような予測がなされた。

①三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 
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Ｍ８クラスのプレート間の大地震は、過去４００年間に３回

発生していることから、この領域全体では約１３３年に１回の

割合でこのような大地震が発生すると推定される。 

今後３０年以内の発生確率は２０％程度、今後５０年以内の

発生確率は３０％程度と推定される（以上４頁）。 

１８９６年の明治三陸地震についてのモデルを参考にし、断

層の長さが日本海溝に沿って２００ｋｍ程度、幅が約５０ｋｍ

の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄り（日本海溝付近）の

領域内のどこでも発生する可能性がある（以上９頁）。 

②三陸沖南部海溝寄り 

三陸沖南部海溝寄りについては、１７９３年及び１８９７年

８月にここを震源とした地震であったと考えられ、発生間隔は

１０５年程度であったと考えられる。 

この領域の地震はすでに「宮城県沖地震の長期評価」で評価

されているように、宮城県沖の地震と連動する可能性がある（以

上５頁）。 

   ③福島県沖 

福島県沖については、１９３８年の福島県東方沖地震のよう

にほぼ同時期に複数のＭ７．４程度の地震が発生したものが過

去４００年に１回だけあったため、この領域ではこのような地

震の発生間隔は４００年以上と考えられる。 

次の地震の規模は、過去の事例からＭ７．４前後と推定され、

複数の地震が続発することが想定される（以上６頁）。 

イ、長期評価が、上述①のとおり日本海溝付近のどこでも１８９６

年明治三陸地震のような津波地震が起こり得るとした根拠は、１

６１１年の慶長三陸地震、１６７７年１１月の房総沖地震、１８



17 

 

９６年の明治三陸地震が同じ場所で繰り返し発生しているとは言

い難く、固有地震であると断定できず、そうである以上、太平洋

プレートが北アメリカプレートの下に沈み込むという基本構造を

持つ日本海溝付近においては、（宮城県沖や福島県沖の海溝付近も

含め）どこでも津波地震が発生しうると考えるべきであるという

ものである（甲Ｂ５の２、２頁および１８頁）。 

これは、プレートテクトニクス理論に基づけば当然の結論であ

り、宮城県沖や福島県沖の海溝付近では、長期評価が直接の対象

とした過去４００年間にたまたま発生していないだけである（甲

Ｂ７、１００３頁）。 

  ウ、推進本部・長期評価から把握できる２００２（平成１４）年当時

の津波の知見 

以上のとおり、推進本部・長期評価はすでに２００２（平成１４）

年の段階で、日本海溝付近の広域のどこにおいても津波地震の発生

の可能性があることを明らかにしていた。また、今回の東北地方太

平洋沖地震のような連動型の地震発生の可能性があったことも指摘

していた。 

後述のとおり、この推進本部・長期評価の指摘した、明治三陸地

震と同様の地震が日本海溝付近のどこでも発生する可能性があると

いう前提に立って、他ならぬ被告東京電力が２００８年に行った「試

算」によれば、福島第一原発２号機付近で津波水位Ｏ.Ｐ.＋９．３

ｍ、福島第一原発５号機付近で津波水位Ｏ.Ｐ.＋１０．２m、敷地南

部で浸水高Ｏ.Ｐ.＋１５．７ｍとの想定波高（しかも、不確実性を

考慮すれば２～３割程度津波数位は大きくなる可能性がある）の数

値となった（＊３）。 

この想定によれば、敷地高さＯ.Ｐ.＋１０ｍである福島第一原発
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における浸水は確実である。「長期評価」の上記指摘は、日本海溝

付近の中部における、福島第一原子力発電所が浸水するＯ.Ｐ.＋１

０ｍ以上の津波を発生させる津波地震を予見するのに十分な知見が、

２００２（平成１４）年の時点で集積されていたことを示している。 

２００２（平成１４）年の推進本部・長期評価を受け、被告東京

電力が直ちに試算を実施し、保守的に原子力発電所の安全確保に努

めていれば、約９年後に起こった東北地方太平洋沖地震によっても

たらされた津波、そして本件事故による災害を回避できたことは確

実である。 

エ、 なお、翌２００３（平成１５）年、この推進本部・長期評価に対

する信頼度（Ａ～Ｄまでの４段階、Ｄが最も信頼度が低い）は、日本

海溝付近の津波地震について、発生領域Ｃ、規模Ａ、発生確率Ｃとさ

れてしまった（その経緯について甲Ｂ７、１００４頁）。 

しかし、むしろこの推進本部・長期評価に対する評価こそが誤り

であったことは、現実に生じた東北地方太平洋沖地震による津波か

ら明らかである。 

（５）２００２（平成１４）年までの知見についてのまとめ 

以上、２００２（平成１４）年当時、すでに貞観津波は歴史上の伝

承にとどまらず、多数の人々に災害をもたらし、三陸沖から福島県沖、

茨城県沖までの広域に渡り浸水させた歴史的事実として認識されて

おり、同様の地震が再度発生する可能性は当然に示唆されていた。 

また、文部科学省地震調査研究推進本部の地震調査委員会は、当時

の知見を集積して、推進本部・長期評価を出し、本件事故をもたらし

た津波と同程度の津波地震発生の可能性を明らかにしていた。 

２００２（平成１４）年当時、津波対策に不足していたのは、津波

の発生・規模等に関する知見ではなく、その知見を適切に判断し、保
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守的に安全側に立って原子力発電の安全を確保しようとする被告東

京電力の意識であった。 

被告東京電力は、２００２(平成１４)年７月には、福島第一原子力

発電所の存する福島県沖において、同原子力発電所の敷地が浸水する

Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ以上の津波を引き起こす津波地震の可能性があるこ

とを十分に認識し得た。その時点で、適切な津波対策をとらないまま、

本件事故をもたらしたという事実は、本件事故が人災であったことを

示すものである。 

 

３、２００２（平成１４）年「津波評価技術」の策定とその問題点 

（１）津波評価部会の設置の経緯  

ア、推進本部「長期評価」に先立つこと数か月、２００２（平成１４）

年２月に、土木学会原子力土木委員会津波評価部会が「津波評価技術」

（甲Ｂ６の１～３）を策定した。 

  津波評価部会は、前述の地震調査研究推進本部のような国の設置し

た公的な機関ではなく、民間組織である上、その成り立ちには被告東

京電力ら電力業界が深く関与している。 

  「津波評価技術」について正確に評価するためには、津波評価部会

の成り立ちと「津波評価技術」策定に至る経緯についても明らかにす

る必要がある。 

イ、１９９７（平成９）年「地域防災計画における津波対策の手引き」

等の策定  

  １９９３（平成５）  年に北海道南西沖地震津波が発生し、奥尻島

で壊滅的な被害が生じた。これを契機に、関係省庁により津波対策の

再検討が行われるようになった。  

本準備書面「第１」で引用したとおり、１９９７（平成９年）年に
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「地域防災計画における津波対策の手引き」（甲Ｂ２１）が取りまと

められ、「既往最大の津波を選定し、それを対象とすることを基本と

するが、近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震の発生の可

能性が指摘されているような沿岸地域については、別途想定し得る最

大規模の地震津波を検討し、既往最大津波との比較検討を行った上で、

常に安全側の発想から対象津波を設定する」として、過去の実績によ

るだけでなく、震源断層モデルを用いて津波数値解析計算を行い、よ

り波高の高いものを選ぶという方法を提示した。  

また同年には、建設庁など４省庁により「太平洋沿岸部地震津波防

災計画手法調査報告書」も策定された（甲Ｂ１の１・政府事故調中間

報告３７５頁）。  

ウ、被告東京電力ら電事連の、「報告書」「手引き」への対応  

これら「報告書」や「手引き」によれば  

①「既往最大津波」等だけでなく「想定しうる最大規模の地震津波」

をも検討対象とし、しかも「報告書」ではその具体例として「プ

レート境界において地震地体構造上考えられる最大規模の地震津

波」も加えており、「この考えを原子力発電所に適用すると、一部

原子力発電所において、津波高さが敷地高さを超えることになる」

こと  

②「原子力の津波予測と異なり津波数値解析の誤差を大きく取って

いる（例えば、断層モデル等、初期条件の誤差を考慮すると津波

高さが原子力での評価よりも約２倍程度高くなる）」こと、「調査

委員会の委員には、ＭＩＴＩ（原告代理人注：通商産業省を指す）

顧問でもある教授が参加されているが、これらの先生は、津波数

値解析の精度は倍半分と発言している」こと、「この考えを原子力

発電所に適用すると、一部原子力発電所を除き、多くの原子力発
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電所において津波高さが敷地高さ更には屋外ポンプ高さを超える

ことになる」こと  

 を、被告東京電力は認識した（甲Ｂ２５、国会事故調・参考資料１－

２－２、４３頁、１９９７（平成９）年６月の電事連会合議事録、お

よび添付報告「７省庁による太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査

について」）。  

   上記の議事録および添付報告には、被告東京電力を含む電気事業連

合会（電事連）が「報告書」と「手引き」について強い警戒感・危機

感を抱いていたことが現れている。  

  被告東京電力ら電事連は、「今後の進め方」として、  

①念のため「想定し得る最大規模の地震津波」についても必要に応じ

て検討を行う（つまり必要を感じなければ検討しない）  

②波源の設定誤差については、少なくとも「想定し得る最大規模の地

震津波」を想定する場合には、ばらつきを考慮しなくてよいとのロ

ジックを組み立て、MITI 顧問の理解を得るよう努力する  

という「方針」を立てた（甲Ｂ２５、国会事故調・参考資料４４頁）。 

エ、他方、被告国（ＭＩＴＩ＝通産省）は、仮に今の数値解析の２倍で

津波高さを評価した場合、その津波により原子力発電所がどうなるか、

さらにその対策として何が考えられるかを提示するよう被告東京電

力ら電力会社に要請する一方で、想定し得る最大規模の地震津波につ

いて東通原発をはじめとする申請書には記載しないという方針を採

った（甲Ｂ２５、国会事故調・参考資料１－２－２、４４頁、１９９

７（平成９）年６月の電事連会合の添付報告）。  

  東通原発等の新設炉で最大規模の地震・津波を想定していることが

明らかになれば、既存の原子力発電所についても最大想定津波に対応

しているのかどうかという問題が問われることになる。被告国は想定
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し得る最大規模の地震津波について申請書に記載しないという手段

により、それを回避した。  

オ、津波評価部会の設置とその構成等  

１９９９（平成１１）年、被告東京電力ら電事連は、「津波評価に

関する電力会社の共通の研究成果をオーソライズする場として、土木

学会原子力土木委員会内に津波評価部会を設置」した（甲Ｂ２５、国

会事故調・参考資料１－２－１、４２頁、２０００（平成１２）年の

電事連部会への報告の添付資料）。  

津波評価部会は初めから被告東京電力ら電事連によりこのような

位置づけを与えられていた。  

  同年１１月の第１回から２００１（平成１３）年３月の第８回まで

の会議を経て、２００２（平成１４）年２月に「原子力発電所の津波

評価技術」（甲Ｂ６の１～３）が策定された。  

  「津波評価技術」策定時における津波評価部会の委員・幹事等３０

人のうち１３人は電力会社、３人が電力中央研究所、１人が電力のグ

ループ会社に所属しており、電力業界が過半数を占めていた。また、

研究費（１億８３７８万円）の全額は電力会社が負担していた。議事

の公開については、本件事故の８か月後に、発言者や提出資料の内容

が不明の極めて不十分な議事要旨が公開されたのみである（甲Ｂ４・

国会事故調９０頁）。 

カ、津波評価部会での審議と並行した被告東京電力の動きについて  

 被告東京電力ら電事連は、津波評価部会委員のうち通産省顧問でも

ある大学教授に、１９９９（平成１１）年１２月、電力会社作成案に

基づく「今後の津波評価のアウトライン」を説明する等（甲Ｂ２５、

国会事故調・参考資料１－２－１、４２頁）、津波評価部会での議論

と結論が電力会社にとって望ましいものとなるよう働きかけた。  
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   被告東京電力ら電事連は、２０００（平成１２）年２月に自ら想定

津波の原子力発電所への影響につき試算を行い、想定の１．２倍、１．

６倍、２倍の水位で非常用機器が影響を受けるかどうかを検討した。

その結果、福島第一原発は想定の１．２倍（Ｏ .Ｐ .＋５．９～６．２

ｍ）で海水ポンプモーターが止まり、冷却機能に影響が出ること、島

根原発と並んで津波に対して最も余裕の小さい原子力発電所である

ことが明らかとなった（甲Ｂ４・国会事故調８３頁、甲Ｂ２５、国会

事故調・参考資料１－２－１、４１頁の表）。  

   しかし、被告東京電力は、津波評価部会に３名の委員を有していた

にもかかわらず、この試算を報告することは一切なかった。  

（２）「津波評価技術」の概要  

   「津波評価技術」（甲Ｂ６の２、３）に基づく設計津波水位の評価

方法の概要は以下のとおりである（甲Ｂ１の１・政府事故調中間報告

３７６～３７８頁）。 

①既往津波の再現性の確認  

文献調査等に基づき、評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考

えられる既往津波を評価対象として選定し、痕跡高の吟味を行う。

沿岸における痕跡高をよく説明できるように断層パラメータを設定

し、既往津波の断層モデルを設定する。  

②想定津波による設計津波水位の検討  

既往津波の痕跡高を最もよく説明する断層モデルを基に、津波を

もたらす地震の発生位置や発生様式を踏まえたスケーリング則に基

づき、想定するモーメントマグニチュード（Ｍｗ）に応じた「基準

断層モデル」を設定する（日本海溝沿い及び千島海溝（南部）沿い

を含むプレート境界型地震の場合）。  

その上で、想定津波の波源の不確定性を設計津波水位に反映させ
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るため、基準断層モデルの諸条件を合理的範囲内で変化させた数値

計算を多数実施し（パラメータスタディ）、その結果得られる想定津

波群の波源の中から、評価地点に最も影響を与える波源を選定する。 

このようにして得られた想定津波を設計想定津波として選定し、

それに適切な潮位条件を足し合わせて設計津波水位を求める。  

この津波水位の評価方法については、日本沿岸の代表的な痕跡高

との比較・検討に基づき、全ての対象痕跡高を上回ることを確認す

ることで、その妥当性を確認する。  

（３）「津波評価技術」の問題点  

ア、記録のない、あるいは調査・研究途上の巨大津波が考慮されておら

ず、かつそのことへの適用限界・留意事項が記載されていないこと  

「津波評価技術」の評価方法は、「概ね信頼性があると判断される

痕跡高記録が残されている津波」を評価対象として選定することか

ら始まるものである。具体的には、東北・関東について江戸時代初

期の大津波として知られる慶長津波までの約４００年以内のものが

対象とされているのみである。仮にそのような文献記録の残ってい

ない古い時代により巨大な津波が発生していたとしても、そのよう

なものは評価対象として取り上げられない方法である（甲Ｂ６の２

１－２３頁、甲Ｂ１の１、政府事故調中間報告３７７頁、甲Ｂ２６

の２、柳田・文芸春秋２０１２．５月号、３０６頁）。  

すでに述べたとおり、「津波評価技術」が策定された２００２（平

成１４）年の時点で、  

・貞観津波については、すでに１９９０年代までの調査・研究で、

仙台平野に大津波をもたらしていたこと、南端は福島県相馬市

に及んでいたこと  

・古文書にない縄文・弥生時代の地層からも、二つの巨大津波の
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堆積物が発見されたこと  

   が明らかになっていたが（甲Ｂ１２の１ないし６）、「津波評価技術」

では、これらの知見は初めから考慮外とされている（甲Ｂ２６の２、

柳田・文芸春秋２０１２．５月号３０４頁）。  

本来、以上のような適用限界や留意事項等の記述がなされるべき

であったが、「津波評価技術」中にそのような記載は一切ない（甲Ｂ

１の１、政府事故調中間報告ｐ３７７）。 

これに対し、地震調査研究推進本部の「長期評価」は、「過去の地

震について」において以下のとおり述べている（甲Ｂ５の２、ｐ２）。  

「三陸沖北部～房総沖の日本海溝沿いに発生した大地震につい

ては、８６９年の三陸沖の地震まで遡って確認された研究成果

がある。しかし、１６世紀以前については、資料の不足により、

地震の見落としの可能性が高い。以下ではこのことを考慮した。」 

    いずれが科学的、かつ安全側に立った姿勢であるかは明白である。 

 イ、想定外の津波が来る可能性を否定していること  

被告東京電力ら津波評価部会幹事団は、第５回（２０００（平成

１２） 年７月２８日）の津波評価部会において、首藤伸夫主査（岩

手県立大学総合政策学部教授（当時））から「想定津波以上の規模の

津波が来襲した場合、設計上クリティカルな課題があるのか否か検

討しておくべき。」「最終的なまとめ方のイメージをどのように考え

ているか。．・①重要機器が浸水したり、取水に支障をきたすことは

ないという保証がこの検討から出てくるというイメージなのか、そ

れとも②想定津波以上のものが全く来ないとは言えず、それが来た

場合の対処の仕方も考えておくというイメージなのか。」と質問され

たのに対し、「前者①のイメージである。」、「原子力発電所の場合に

は、放射能を絶対に外部に漏らしてはいけないとのハード面の要求
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があるため、②のような考えは取りにくい。新しい津波評価技術で

は、パラメータスタディ等により評価の不確実性に対する担保分を

考えて、現行の設計水位レベルの絶対値より大きく見積もることを

考えている。」と回答した（甲Ｂ１の１、３７９頁）。  

また、被告東京電力は、２００２（平成１４）年１月２９日、保

安院原子力発電安全審査課技術班より「津波評価技術」の内容に関

する説明の求めに対し、「物を造るという観点で想定される津波の

max」であると述べている（甲Ｂ１の１、３７７頁）。  

このように、「津波評価技術」は「物を造る」という工学の立場か

ら、そこで想定されている以上の津波は来ないという前提で作成さ

れたものである（甲Ｂ２６の２、柳田・文芸春秋２０１２．５月号

３０６～３０７頁）。 

ウ、基準断層モデルの想定位置についての恣意的な領域区分  

  基準断層モデルをどの範囲で動かすかによって、対象地点（原発

所在地点）で想定される津波高は大きく変わってくる。１８９６年

明治三陸地震や１６１１年慶長三陸地震に基づく基準断層モデル

を、日本海溝沿いに南に動かして計算するかどうか（換言すれば、

実際に生じたこれらの地震・津波が、より南でも同様に起こり得る

と想定するかどうか）で、福島原子力発電所で想定される津波高は

全く異なってくる。  

この点、「津波評価技術」は、「波源設定のための領域区分は、地

震地体構造の知見に基づくものとする」（甲Ｂ６の２、１－３１、１

－３２）とし、萩原尊禮編１９９１（平成３）年の地震地体構造区

分図（萩原マップ）を「津波評価にも適用しうる」とした上で、「過

去の地震の発生状況等の地震学的知見等を踏まえ、合理的と考えら

れるさらに詳細に区分された位置に」各基準断層モデルの波源位置
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を設定する、と述べている（１－３３）。  

そして、１８９６年明治三陸地震や１６１１年慶長三陸地震に基

づく基準断層モデルは、実際の地震より北にのみずらして想定して

いる（甲Ｂ６の２、１－５９、および甲Ｂ６の３、２－１７５～１

７８。特に、２－１７７の図３．２．１－２、および２－１８８の

図３．２．１－４の領域「３」と領域「４」）。しかし、なぜ南にず

らして想定しないのかについての具体的な根拠は、何ら述べられて

いない。  

萩原マップでは三陸沖は北部（Ｇ２）と南部（Ｇ３）で区切られ

ているが、被告東京電力ら幹事団は、領域「５」および「６」につ

いては萩原マップのＧ２とＧ３をまたいで設定している。つまり、

領域「３」と「４」については萩原マップを根拠に南北に区切る一

方で、領域「５」と「６」については萩原マップの提示する領域を

またいで設定しており、一貫性がない。  

  被告東京電力ら津波評価部会幹事団は、第６回津波評価部会にお

いて、プレート境界付近での津波の想定につき、「三陸で波源を動

かした時の隣接波源の津波計算結果に大きな相違が無ければ、提案

どおりの動かし方でよいが、対象地点で起こり得る津波高の最大限

を捉えるように波源南限を設定しているのか」との問いが出された

のに対し、「萩原マップに基づき設定しており、この南限を超える

と性質の異なる地震が発生すると解釈している」と回答したが、こ

れに対しては「地体構造区分の考え方は絶対的なものではないので、

パラスタにあたっては、その点を十分に留意すべきである」との批

判があった（甲Ｂ２７、第６回津波評価部会議事要旨４頁）。 

  土木学会の不十分な議事録開示からだけでも、被告東京電力ら幹

事団の領域区分に対し、部会内から強い疑問が提示されていたこと
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が明らかである。  

そもそも「地震地体構造の調査検討によって限界的な地震の規模

と場所が想定できるとされているが、地震地体構造論というのは地

震科学の研究課題であって、安全確保のための客観的証拠として使

えるものではない」（甲Ｂ１８、石橋７２１頁左段）のであって、「地

震地体構造の知見に基づく」と称する「津波評価技術」の領域区分

には、実際には何らの合理的根拠もなかった。  

被告東京電力は本件事故後に、「津波評価技術」は波源モデルの設

定によって評価結果が大きく変わることに注意が足りなかった、と

述べている（甲Ｂ１７、１８頁）。  

エ、補正係数が１．０とされたこと  

２０００（平成１２）年１１月３日の第６回津波評価部会におい

て、被告東京電力ら幹事団より、詳細パラメータスタディによる最

大想定津波水位は、既往最大津波の痕跡高に対し平均で約２倍にな

ること、及び最大想定津波水位が既往津波の痕跡高を超過する百分

率は９８％程度であり、十分大きな津波水位を評価することが可能

と考えられることから、（それ以上の安全率は見込まず）想定津波水

位の補正係数を１．０としたいとする提案があった。  

これに対し、想定を上回る津波の可能性を考慮する必要はないの

かという質問があったが、被告東京電力ら幹事団は、想定を上回る

津波の来襲時の対処法も考えておく必要があるが、補正係数を１．

０としても工学的に起こり得る最大値として妥当かどうかを議論し

てほしいと述べ、補正率１．０とすることになった（甲Ｂ１の１ｐ

３８１～３８２）。  

このように、「工学的に」起こり得るかどうかという被告東京電力

ら幹事団の議論誘導により、補正係数が１．０とされた。政府事故
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調も指摘のとおり（甲Ｂ１の１、４４５～４４６頁）多重防護の観

点からは、多くの設備が被害を受けても冷却のための非常用設備だ

けは守れるよう、例えば普通の構造物に対しては補正係数１．０で

よいが、非常用設備については２倍や３倍の高さにする等といった

手立てを講じることが適切であったが、そのような考え方は「津波

評価技術」には全く取り入れられていない。  

（４）まとめ  

   以上に見たとおり、「津波評価技術」は、「常に安全側の発想から対

象津波を設定する」（甲Ｂ２１「地域防災計画における津波対策の手

引き」）という考え方とは、およそかけ離れたものであった。  

それは、もともと津波評価部会が「津波評価に関する電力会社の共

通の研究成果をオーソライズする場として」設置されたことに由来す

る。「津波評価技術」は、「事業者に受け入れられるものとする必要」

（甲Ｂ１の１、４４６頁、電力中央研究所関係者のヒアリング）から

作成されたのであり、安全側の発想から作成されたものではなかった。 

 

４、０２年から０６年における津波に関する知見の進展について  

（１）明治三陸沖地震についてのさらなる知見の進展  

ア、 ２００３（平成１５）年、阿部勝征氏「津波地震とは何か－総論

－」（甲Ｂ２８、３３７～３４２頁）において、１８９６年の明治三

陸地震は、ハワイやカリフォルニアの検潮所の津波高さからはマグニ

チュード８．６、三陸における遡上高の区間平均最大値からはマグニ

チュード９．０と推定されることが示された。  

これは、長期評価策定時の想定（マグニチュード８．２）を大幅

に上回る数値である。 

イ、 日本海溝付近のどこでも明治三陸級の津波が発生しうるという長
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期評価を踏まえ、安全側に立って、上記の阿部氏による想定マグニチ

ュードを前提に浸水高・遡上高を想定すれば、今回の地震によるのと

同程度の津波を想定できた（甲Ｂ２９、中央防災会議東北地方太平洋

沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会（第１回）２

０１１（平成２３）年５月２８日、島崎邦彦氏の提出資料「予測され

た日本海溝津波地震  想定されなかった津波被害」、および甲Ｂ３０

「震災後の地震発生予測」、甲Ｂ３１会議議事録）。  

（２）福島沖の日本海溝でも津波地震が起きるとのアンケート回答  

    ２００４（平成１６）年に、土木学会津波評価部会は、日本海溝で

起きる地震に詳しい地震学者５人にアンケートを送り、地震本部の長

期評価について意見を聞いた。その結果、「津波地震は（福島沖を含

む）どこでも起きる」とする方が、「福島沖は起きない」とする判断

より有力だった（甲Ｂ４・国会事故調８７～８８頁、土木学会提出資

料）。  

   津波評価部会に委員を擁する被告東京電力は、当然、２００４（平

成１６）年当時に上記結果を認識していた。  

（３）０４年スマトラ沖地震について  

ア、スマトラ沖地震および津波の概要  

２００４（平成１６）年１２月２６日に発生したスマトラ島沖地

震は、スマトラ島西側を走るスンダ海溝（インド洋プレートがアン

ダマンプレートの下に沈み込んでいる）のスマトラ島北西沖地点で

発生した巨大地震であり、断層の長さは１０００ｋｍ以上、すべり

量は平均１０ｍ、最大２０～３０ｍとされている。インド洋沿岸各

地さらにはアフリカ東岸まで津波が押し寄せ、２２万人を超える犠

牲者を出した。モーメントマグニチュードは９．１～９．３であり、

１９６０年のチリ地震に次ぐ超巨大地震であったとされる（甲Ｂ３
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２、「きちんとわかる巨大地震」（２００６年第１刷）１０６頁以下）。 

    この地震の震源域はスマトラ島西方地域からインド領アンダマ

ン諸島の北端付近までの広大な範囲であり、いくつかの固有の地震

系列の地震の発生域にまたがって起きた連動型巨大地震と考えら

れている（甲Ｂ３３、都司嘉宣「連動型巨大地震による津波―１７

０７宝永地震、２００４年スマトラ島地震、および２０１１年東日

本大震災の津波」（日本科学者会議編「地震と津波―メカニズムと

備え」第６章）。  

イ、「比較沈み込み帯」学の通説が事実によって否定された  

１９７０年代から、世界各地のプレートの沈み込み帯を比較し、

その特徴から地震の起こり方等を推定する「比較沈み込み帯」学が

日本で始まり、１９８０年頃からは、沈み込む海洋プレートの年代

が若い沈み込み帯でマグニチュード９級の巨大地震が起こるが、年

代の古い沈み込み帯では巨大地震は起こりにくいという説が有力と

なっていた。  

その根拠は、沈み込む海洋プレートの年代が若いほど温度が高く

密度が低いので、浮力があり、上盤側のプレートとの境界の固着が

強くなり超巨大地震が起きやすく（チリ海溝型）、他方で、古いプレ

ートは冷たく重いので沈み込みやすく、上盤側と強く固着しないの

で地震は起きにくい（マリアナ海溝型）というものであった。 

そして、日本海溝から沈み込む太平洋プレートは１億３０００万

年程度と古く、プレート境界の固着は強くなく、巨大地震が起りに

くいとされていた。  

ところが、２００４年のスマトラ島沖地震の発生したスンダ海溝

は、日本海溝と同様に比較的古いプレートに属するインド洋プレー

トの沈み込み帯であり、「比較沈み込み帯」論からは巨大地震の起こ
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らないとされていた場所であった。  

マグニチュード９クラスの巨大地震は限られた場所でしか起きな

いという考え方は、スマトラ沖地震の発生という事実によって否定

された。従来の「比較沈み込み帯」学における通説は重大な見直し

を迫られることになった。  

 ウ、津波による原発事故の危険性が現実化した  

    スマトラ沖地震により、インド南部にあるマドラス原発では、津

波でポンプ室が浸水し、非常用海水ポンプが運転不能になる事故が

発生した。津波に襲われた当時、マドラス原発は２２万キロワット

の原発２基のうち１基が稼働中だった。警報で海面の異常に気付い

た担当者が手動で原子炉を緊急停止した。冷却水用の取水トンネル

から海水が押し寄せ、ポンプ室が冠水した。敷地は海面から約６メ

ートルの高さ、主要施設はさらに２０メートル以上高い位置にあっ

た（甲Ｂ４・国会事故調８４頁、甲Ｂ３２、２０１２年５月１５日、

共同通信記事）。  

    津波により原子力発電所の重要設備が使用不能になる事態が、現

実のものとなった。地震・津波大国であり原子力発電所を多数有す

る日本において、同様かそれ以上の津波による原発事故が生じうる

と予見する上で、重要な事実が示された。 

 エ、被告東京電力のスマトラ沖地震・津波に対する認識  

被告東京電力も、本件事故発生後ではあるが、スマトラ沖地震・

津波について、  

・広域に亘る断層連動が生じたこと  

・太平洋の西側では巨大津波が発生し難いとの従来の見解に疑問が

生じたこと  

・インドのマドラス発電所の海水ポンプが浸水するという影響があ
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ったこと  

   等から、もっと慎重に検討されるべきであったが、具体的な対策の

検討をしなかったと認めている（甲Ｂ１７「原子力安全改革プラン」、

１７頁）。  

（４）２００６（平成１８）年溢水勉強会～想定を超える津波による全電

源喪失の認識（訴状５９頁以下）  

ア、溢水勉強会開催の趣旨と背景  

  前述の通り、２００４（平成１６）年のスマトラ沖津波によりイ

ンドのマドラス原発の非常用海水ポンプが水没し運転不能となっ

たこと等を踏まえ、被告国（原子力安全・保安院（ＮＩＳＡ））、お

よび原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）は、２００５（平成１７）年

６月８日の第３３回ＮＩＳＡ／ＪＮＥＳ安全情報検討会にて、外部

溢水問題に係る検討を開始した。同検討会における準備を経て、２

００６（平成１８）年１月、被告国（原子力安全・保安院）とＪＮ

ＥＳと被告東京電力ら電力事業者は、溢水勉強会を立ちあげた。  

同勉強会立ち上げの趣旨は、米国キウォーニ原子力発電所におけ

る内部溢水に対する設計上の脆弱性が明らかになったこと（内部溢

水）、２００４（平成１６）年のスマトラ沖津波によりインドのマド

ラス原子力発電所の非常用海水ポンプが水没し運転不能となったこ

と（外部溢水）を受けて、我が国の原子力発電所の現状を把握する、

というものであった（甲Ｂ１１の２、２００７（平成１９）年４月

の総括的文書「溢水勉強会の調査結果について」１頁）。また、マド

ラス原発事故に加え、２００５（平成１７）年８月の宮城県沖地震

において女川原発で基準を超える揺れが発生したことから、想定を

超える事象も一定の確率で発生するとの問題意識のもと、同勉強会

が設置された（甲Ｂ４、国会事故調８４頁、国会事故調における保
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安院担当者のヒアリング）。  

第１回勉強会では外部溢水とりわけ津波が重視され、津波溢水Ａ

Ｍ（アクシデントマネジメント）の緊急度は「ニーズ高」と位置付

けられた。想定を超える（「土木学会評価超」）津波に対する安全裕

度等について代表的なプラントを選定し、津波ハザード評価や、津

波溢水ＡＭ対策の必要性を検討することが提案された。（甲Ｂ１１の

３、第１回溢水勉強会資料１頁）。  

 イ、溢水勉強会への被告東京電力の報告と勉強会における総括  

被告東京電力は、２００６（平成１８）年５月１１日の第３回溢

水勉強会において、代表的プラントとして選定された福島第一原発

５号機について、  

・Ｏ .Ｐ .＋１０ｍの津波水位が長時間継続すると仮定した場合、

非常用海水ポンプが使用不能となること  

・Ｏ.Ｐ.＋１４ｍ（敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋１３ｍ）＋１．０ｍ）の津

波水位が長時間継続すると仮定した場合、タービン建屋（Ｔ／

Ｂ）大物搬入口、サービス建屋（Ｓ／Ｂ）入口から海水が流入

し、タービン建屋の各エリアに浸水、電源が喪失し、それに伴

い原子炉の安全停止に関わる電動機等が機能を喪失すること    

   を報告した（甲Ｂ１１の１）。  

    溢水勉強会は、２００７（平成１９）年４月の総括的文書（甲Ｂ

１１の２「溢水勉強会の調査結果について」）において、被告東京

電力から  

    ・浸水の可能性のある設備の代表例として、非常用海水ポンプ、

タービン建屋大物搬入口、サービス建屋入口、非常用ディーゼ

ンエンジン吸気ルーバの状況につき調査を行ったこと、タービ

ン建屋大物搬入口、サービス建屋入口については水密性の扉で
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はないこと等の報告がなされたこと。  

    ・土木学会手法による津波による上昇水位は＋５．６ｍであり、

非常用海水ポンプ電動機据付けレベルは＋５．６ｍと余裕はな

く、仮に海水面が上昇し電動機レベルまで到達すれば、１分程

度で電動機が機能を喪失（実験結果に基づく）するとの説明が

なされたこと。  

   を確認した。  

    これにより、想定外津波により全電源喪失に至ることを、被告東

京電力および被告国が共通して認識するに至った。  

 ウ、溢水勉強会での東電報告を受けた被告国の対応  

    ２００６（平成１８）年５月１１日の第３回勉強会で東電報告を

受けた後、被告国（保安院の担当者）は、２００６（平成１８）年

８月２日の第５３回ＮＩＳＡ／ＪＮＥＳ安全情報検討会において、

「ハザード評価結果から、残余のリスクが高いと思われるサイトで

は念のため個々に対応を考えた方がよいという材料が集まってき

た。海水ポンプへの影響では、ハザード確率≒炉心損傷確率」と発

言した。これは、海水ポンプを止めるような津波が来ればほぼ１０

０％炉心損傷に至るという認識を示したものであった（甲Ｂ４・国

会事故調８４～８５頁）。  

２００６（平成１８）年１０月６日、被告国（保安院）は、耐震

バックチェック計画に関する打合せにおいて、被告東京電力ら電事

連に対し、口頭で、「津波については、保守性を有している土木学会

手法による評価で良い（安全性は確保されている）。ただし、土木学

会手法による評価を上回る場合、低い場所にある非常用海水ポンプ

については、機能喪失し炉心損傷となるため、津波（高波、引波）

に対して余裕が少ないプラントは具体的な対策を検討し対応して欲
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しい。」という要望と、この要望を各社上層部に伝えるようにという

話を伝えた（甲Ｂ３５、２０１２（平成２４）年５月１６日「平成

１８年に保安院から津波による全電源喪失のリスクを伝えられ、必

要な対策をとらなかったという事実はありません .」、甲Ｂ４・国会

事故調８９頁）。  

    以上のとおり、被告国は、想定（土木学会評価）を超える津波に

より、海水ポンプのみならず、タービン建屋の各エリアに浸水、電

源が喪失し、それに伴い原子炉の安全停止に関わる電動機等が機能

を喪失する可能性があると被告東京電力から報告を受けていたに

もかかわらず、非常用海水ポンプに限定した対応を口頭で要請する

のみで、建屋の浸水の可能性に触れず、全電源喪失のリスクと必要

な対策につき何らの指示も要請もしなかった。  

 エ、被告東京電力の対応  

   ２００６（平成１８）年１０月６日における保安院からの要望（前

述）に対し、被告東京電力は、２００７（平成１９）年４月４日、

津波バックチェックに関する電事連と保安院との打合せの席上で、

福島第一原発について海水ポンプの水密化や建屋の設置といった

対応策を検討する旨表明した。しかし、本件事故時点まで、海水ポ

ンプの水封化に係る軽微な対応策を除いて、具体的な対応策は何ら

取られなかった（甲Ｂ４・国会事故調８６～８７頁）。本件事故後、

被告東京電力は、「対策の中には現在の視点からも有効なものが含

まれていた」が「真剣に検討されることはなかった」と認めている

（甲Ｂ１７「原子力安全改革プラン」１７頁）。  

    また、被告東京電力は、同じく２００６（平成１８）年１０月６

日、保安院に対し「耐震バックチェックでは、土木学会手法による

評価結果を報告する」旨を表明した（甲Ｂ３５、「平成１８年に保
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安院から津波による全電源喪失のリスクを伝えられ、必要な対策を

とらなかったという事実はありません .」）。 

被告東京電力は後述するとおり、同年７月のマイアミ論文（甲Ｂ

１０の１、２）において日本海溝付近のどこでも津波地震が発生す

るという想定を含んだ試算を行っていた。しかし、耐震バックチェ

ックにおいては旧来の「土木学会手法」にあくまで固執する意思を

１０月に表明している。 

    溢水勉強会を踏まえ、被告東京電力ら電事連の内部では、想定を

超える津波によって炉心損傷が起こる可能性があることが共通認

識となっていたが、それでも「土木学会の手法について、引き続き

保守性を主張」（甲Ｂ４・国会事故調８５～８６頁、電事連資料）

するとの方針が採られたのである。  

（５）マイアミ論文  

ア、 被告東京電力は、２００６（平成１８）年７月、米国フロリダ州

マイアミで開催された第１４回原子力工学国際会議（ＩＣＯＮＥ－１

４）において、「DevelＯ.Ｐ.ment of a Probabilistic Tsunami Hazard 

Analysis in Japan」（「日本における確率論的津波ハザード解析法

の開発」）を発表した（甲Ｂ１０の１、２、以下「マイアミ論文」と

略す）。 

 イ、マイアミ論文の概要 

① 被告東京電力は、同論文の冒頭において「津波評価では、耐震設

計と同様に、設計基準を超える現象を評価することが有意義である。

なぜなら、設計基準の津波高さを設定したとしても、津波という現

象に関しては不確かさがあるため、依然として、津波高さが、設定

した設計津波高さを超過する可能性があるからである」と繰り返し

述べている（１頁）。 
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    ２００２（平成１４）年「津波評価技術」では、津波想定に伴う

不確定性や誤差は、断層モデルの諸パラメータを変化させるパラメ

ータスタディを多数実施することにより反映できるということが

繰り返し強調されていたが、マイアミ論文では、津波高さが設計津

波高さを超過する可能性が常にあることを認めるに至っている。 

② その上で、被告東京電力は、確率論的な津波リスク評価の手法（１

～２頁）に基づき、福島第一原発が被る可能性のある津波につき、

波源域を設定している。  

  ここで被告東京電力は、ＪＴＴ系（三陸沖北部から房総沖の海溝

寄りのプレート間大地震）について、「ＪＴＴ系列はいずれも似通

った沈み込み状態に沿って位置しているため、日本海溝沿いの全て

のＪＴＴ系列において津波地震が発生すると仮定してもよいのか

もしれない」と述べている（３頁）。そして、既往津波が確認され

ていないＪＴＴ２の領域（４頁図２、表１）についても、既往地震

であるＪＴＴ１（１８９６明治三陸沖津波）と同じモーメントマグ

ニチュード（Ｍｗ）を仮定している。  

    ２００２（平成１４）年「津波評価技術」では、波源位置につき、

「地震地体構造の知見に基づく」と抽象的に述べるのみで、何らの

科学的な根拠なく、１８９６年明治三陸沖と同様の地震は日本海溝

付近のより南方では発生しないという結論に合致するよう、恣意的

に領域区分をしていたが、マイアミ論文ではそのような立場を事実

上放棄せざるを得なくなっている。  

  ③ 他方で、被告東京電力はマイアミ論文において、「仮説や解釈の

選択肢を示す離散的分岐の重みは質問形式による調査により決定

する」（２頁右段）、「特定の重要施設に関する津波ハザードを評価

するためには、津波や地震の専門家の質問形式による調査と専門家
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の意見が引き出され解釈されるような方法により、さらに慎重に重

みづけがなされるべき」（６頁左段）と述べている。  

    これは、日本海溝付近で既往津波地震が確認されていない領域に

おいても将来津波地震が生じうるか等、結論に争いがある項目につ

いては、「専門家」へのアンケート結果により「重みづけ」をしよ

うという主張である。  

  ④ 以上のような手法に立って、マイアミ論文は、福島第一原発に「土

木学会手法で想定しＯ.Ｐ.+５．７ｍ以上の津波が到達する頻度は数

千年に一回程度」という結論を出している。  

被告東京電力はこの計算結果を、２００６（平成１８）年９月に

原子力安全委員会委員長に説明し、土木学会手法の想定を超える頻

度は低いと説明した。 

しかし、津波の発生頻度は、当時の土木学会津波評価部会の委員・

幹事３１人と外部専門家５人へのアンケート調査をもとに算出して

いる。３１人中、津波の専門家ではない電力会社の社員が約半数を

占めていた。このようなアンケート結果を用いたリスク評価の数値

は、信頼性が乏しくおよそ科学的とはいえないものであった（甲Ｂ

４・国会事故調９１～９２頁）。  

ウ、まとめ  

  以上のとおり、マイアミ論文は、長期評価の考え方を無視できなく

なった被告東京電力が、明治三陸沖地震が日本海溝付近のより南方で

生じうるという仮定を認めつつ、「専門家」へのアンケート手法によ

り、Ｏ .Ｐ .+５．７ｍ以上の津波が到達する頻度を限りなく小さく描

きだそうとした試みである。  

  なお、本件事故後、ＪＮＥＳが本事故以前の地震学的な情報に基づ

いて、土木学会手法で算定される水位を超える津波が福島第一原発に
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押し寄せる頻度を計算したところ、約３３０年に１回程度となり、被

告東京電力の計算（５０００年に１回）より１０倍以上大きくなった。

結論が大きく異なった「影響要因」の一つに、波源域について長期評

価に依るか、アンケートによるかが挙げられている（甲Ｂ４・国会事

故調９２頁、甲Ｂ２５、国会事故調参考資料１．２．５、ＪＮＥＳ資

料）。  

（６）小括  

   以上のとおり、２００３（平成１５）年から２００６（平成１８）

年の間に、津波地震についてのさらなる知見の進展（２００３（平成

１５）年阿部、２００４（平成１６）年アンケート回答）、連動型地

震による原発事故の現実化（２００４（平成１６）年スマトラ地震）、

被告東京電力自身による想定を超える津波によって炉心損傷が起こ

る可能性についての報告（２００６（平成１８）年溢水勉強会）があ

った。  

被告東京電力は、こうした知見の進展に押され、明治三陸沖地震を

日本海溝沿いに南にずらした津波想定を受容せざるをえなくなった

が（２００６（平成１８）年マイアミ論文）、他方で、土木学会手法

への固執と「専門家」のアンケート手法の導入に努力を傾注し、抜本

的な津波対策、シビアアクシデント対策に背を向け続けた。  

 

５、０６年以降のさらなる知見の進展（訴状 60 頁以下）  

（１）１８９６年明治三陸地震に基づく試算とその隠蔽  

 ア、２００８（平成２０）年２月頃、被告東京電力が、２００２（平成

１４）年「長期評価」で述べられている「１８９６年の明治三陸地震

と同様の地震は、三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこで

も発生する可能性がある」という知見をいかに取り扱うかにつき有識
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者の意見を求めたところ、「福島県沖海溝沿いで大地震が発生するこ

とは否定できないので、波源として考慮すべきであると考える。」と

の回答であった（甲Ｂ１の１政府事故調中間報告３９６頁）  

被告東京電力は、２００８（平成２０）年４～５月頃に、明治三陸

沖の波源モデルを福島沖の日本海溝沿いに置いて試算した結果、福島

第一原発２号機付近で津波水位Ｏ .Ｐ .＋９．３ｍ、福島第一原発５号

機付近で津波水位Ｏ.Ｐ.＋１０．２ｍ、敷地南部で浸水高Ｏ.Ｐ .＋１５．

７m との想定波高の数値（しかも、不確実性を考慮すれば２～３割程

度津波数位は大きくなる可能性がある）を得た（甲Ｂ１の１、３９６

頁、甲Ｂ１７添付資料２－１、＊３）。  

イ、上記試算後、被告東京電力は社内で対応を検討したが、  

・長期評価は直ちに設計に反映させるレベルでなく土木学会に検討し

てもらう  

・その結果対策が必要となれば工事等を行う  

・耐震バックチェックは、当面２００２年「津波評価技術」に基づき

実施する  

・土木学会委員に以上の方針について理解を求める  

  との方針を決定した。  

   こうして被告東京電力は、明治三陸沖地震を「波源として考慮すべ

きである」との有識者意見を無視した。また自ら実施した試算につい

ても公にせず、隠ぺいした。  

（２）８６９年貞観地震・津波についてのさらなる知見の進展  

ア、被告国による「宮城県沖地震における重点的調査観測」の業務委託  

２００５（平成１７）年１０月１２日、被告国（文部科学省）は東

北大学に対し、業務期間２００５年１０月１２日から２００６年３月

３１日まで、委託費１億１５８４万６０００円、再委託先は国立大学
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法人東京大学地震研究所および独立行政法人産業技術総合研究所と

定め、「宮城県沖地震における重点的調査観測」につき業務を委託し

た。  

業務計画の目標は、次の通りであった。  

① 宮城県沖地震アスペリティ周辺におけるプレート間すべりの 

モニタリング  

② 過去の活動履歴を把握するための地質学的調査（岩手県大槌町

等において詳細な地質学的調査を実施して、津波堆積物を検出し

空間的な広がりを特定する。また仙台･石巻平野において津波堆積

物及び古海岸線の分布範囲の調査を広域的に実施し、過去の津波

や地殻変動記録を良く保存している地域を見い出し、津波･地殻変

動イベントの検出と年代の同定に着手（仙台・石巻平野における

巨大津波の履歴を解明）し、地震断層モデルを構築する。  

以後、被告国（文部科学省）は、２０１０（平成２２）年３月３１

日まで５カ年にわたって同趣旨の委託契約を毎年繰り返し、年度ごと

に中間報告書及び委託業務完了報告書を受領した。５年間の委託費総

額は計５億１４６万５９９９円であった。  

イ、被告国（文部科学省）が、２００５（平成１７）年１０月頃の時点

において、このような委託をしたのは、政府の地震調査委員会が公表

した「宮城県沖地震の長期評価」のとおり、宮城県沖地震がおよそ３

７年の繰り返し間隔で発生すると考えられるところ、前回１９７８年

宮城県沖地震からすでに２７年が経過し次の地震の発生が差し迫り

つつあることから、発生時期や規模の予測の高精度化が急務であり、

また三陸沖南部海溝寄りとの連動型地震の活動履歴の解明も必要で

あると認識していたためである。  

ウ、委託に基づく調査研究が明らかにしたもの  
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  この委託による東北大学および産総研の実施した調査研究により、

以下のことが明らかになった。  

①「仙台平野の堆積物に記録された歴史時代の巨大津波 １６１１年

慶長津波と８６９年貞観津波の浸水域」（甲Ｂ１４の１、２００６

（平成１８）年８月「地質ニュース」６２４号、澤井裕紀他）  

・仙台平野（仙台市から山元町）で、８６９年貞観津波による津波堆

積物が発見されたこと  

②「石巻平野における津波堆積物の分布と年代」（甲Ｂ１４の２、２

００７（平成１９）年９月「活断層･古地震研究報告」２００７年

Ｎｏ７（７月）、宍倉正展他）  

・石巻平野において８６９年貞観津波を含む５層の津波堆積物が発見 

されたこと  

・再来間隔は５００～１０００年程度であること  

・貞観津波は海岸線から２．５～３ｋｍ内陸まで浸水する巨大なもの

で連動型地震であった可能性を窺わせること  

③「ハンディジオスライサーを用いた宮城県仙台平野（仙台市･名取

市･岩沼市･亘理町･山元町）における古津波痕跡調査」（甲Ｂ１４の

３、「活断層･古地震研究報告」２００７（平成１９）年Ｎｏ７（７

月）、澤井祐紀他）  

・ジオスライサーにより８６９年貞観津波の砂層が発見されたこと  

・１６１１年慶長津波によると見られる砂層も発見したこと  

    ・貞観津波より古い津波堆積物も分布し、再来間隔はおよそ６００

～１３００年であること  

④「ハンドコアラーを用いた宮城県仙台平野（仙台市･名取市･岩沼市･

亘理町･山元町）における古地震痕跡調査」（甲Ｂ１４号の４「活

断層･古地震研究報告」２００８（平成２０）年Ｎｏ８（５月）、
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澤井祐紀他）  

・ハンドコアラーにより、ハンディジオスライサーを用いた宮城県

仙台平野における古津波痕跡調査（甲１４の３）の補完調査をし

た結果、仙台市においてイベント砂層の分布を知ることができた

こと。但し繰り返し間隔を知るのにさらなる調査が必要なこと  

  ・津波堆積物から復元される浸水域は実際の浸水域より小さいこと  

⑤「石巻・仙台平野における８６９年貞観津波の数値シミュレーショ

ン」（甲Ｂ１４の５、「活断層･古地震研究報告」２００８（平成２

０年）年Ｎｏ８（８月）、佐竹健治他。なお本論文は、政府の事故

調報告書等でしばしば引用される。政府事故調中間報告書３９１頁

等。）  

・石巻平野と仙台平野における津波堆積物の分布といくつかの断層

モデルからシミュレーションを行った結果、プレート間地震で断

層の長さ２００ｋｍ、幅１００ｋｍ、すべり７ｍ以上の場合、津

波堆積物の分布をほぼ完全に再現できたこと  

⑥「沿岸の地形･地質調査から連動型巨大地震を予測する」（甲Ｂ１４

の６、２００９（平成２１）年「地質ニュース」６６３号（１１月）、

宍倉正展他）  

  ・日本海溝では繰り返し性が良くわかっている地震として、宮城県

沖地震があるが（数十年おきにＭ７～７．５程度）、津波堆積物

調査の結果、８６９年の貞観地震では石巻平野･仙台平野におい

て内陸１～３ｋｍまで浸水したことが解明されたこと  

  ・貞観地震の断層の南北の延長に関しては、北端は三陸海岸、南端

は常磐海岸での調査、研究が重要なこと  

  ・津波堆積物調査により貞観地震の他に巨大津波の痕跡が 3～4 層

発見され、仙台平野では６００～１３００年間隔、石巻平野では
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５００～１０００年間隔と推定されること  

  ・したがって、次の地震が非常に切迫した状況である可能性があり

早急な対応が必要なこと  

⑦「平安の人々が見た巨大津波を再現する－西暦８６９年貞観津波－」

（甲Ｂ１４の７、２０１０（平成２２）年８月「ＡＦＥＲＣ ＮＥ

ＷＳＮｏ１６」宍倉正展他）  

  ・産業技術総合研究所の海溝型地震履歴研究チームが平成１７年度

から２１年度にかけて、被告国（文部科学省）から委託を受けて

実施してきた研究成果として、宮城県と福島県で明らかにした過

去の巨大津波像を紹介し、巨大津波に対する｢備え｣に活かすよう

期待するとし、仙台平野を中心にくまなく津波の痕跡を調査した

結果、８６９年貞観地震･津波が当時の海岸線から３～４km 内陸

まで浸水していたことを解明したこと  

  ・津波波源を数値シミュレーションした結果、宮城県から福島県に

かけての沖合の日本海溝プレート境界で長さ２００km 程度の断

層が動いた可能性があり、Ｍ８以上の地震だったことが明らかに

なったこと  

・同規模の津波が４５０~８００年程度の再来間隔で過去に繰り返

し起きていたことがわかり、近い将来再び起きる可能性を否定で

きないこと  

⑧「宮城県石巻･仙台平野及び福島県請戸川河口低地における８６９

年貞観津波の数値シミュレーション」（甲Ｂ１４の８「活断層･古地

震研究報告」２０１０（平成２２）年Ｎｏ１０、行谷佑一他）  

・甲Ｂ１３で述べた国による委託に基づく調査の結果、貞観地震の

断層モデルとして、断層の幅１００km、すべり量７ｍ以上の場合、

石巻平野と仙台平野において、発見された津波堆積物の位置と合
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致すること  

・福島県双葉郡浪江町請戸地区で貞観津波の堆積物が発見されたこ

と 

・津波シミュレーションの結果、断層の長さ 200km のモデルで津

波堆積物の分布を良く再現できたこと  

・さらに石巻平野より北の三陸海岸や請戸地区より南の福島県、茨

城県沿岸での津波堆積物調査が必要なこと  

⑨「福島県富岡町仏浜周辺の海岸低地における掘削調査」（甲Ｂ１４

の９「活断層･古地震研究報告」２０１０（平成２２）年Ｎｏ１０

（７月）澤井祐紀）  

・福島県富岡町でも砂層を確認したが、年代測定による対比が十分

でないためなお調査が必要なこと  

  ⑩以上の一連の調査研究は  

   ・２００８（平成２０）年 「東北地方太平洋沿岸域における地質

調査．宮城県沖地震における重点的調査観測（平成１９年度）成

果報告書」（甲Ｂ３６）  

  ・２０１０（平成２２）年 「平成１７－２１年度 統括成果報告

書」（甲Ｂ３７）  

  等にまとめられ、その都度発表されている。  

   ２００８年（平成２０）の「成果報告書」は、「４．全体成果概

要」において、以下のように述べている。  

「前年度までの調査により、西暦８６９年に発生した貞観津

波の津波堆積物の仙台平野および石巻平野における分布が明

らかになったことをうけ、今年度は数値シミュレーションに

基づく貞観津波の波源の推定を行った。貞観津波の波源とし

ていくつかの断層モデルを仮定し、それぞれに基づいて津波
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シミュレーションを行い、それによる浸水域と地質調査にも

とづく津波堆積物の分布域とを比較した。その結果、スラブ

内正断層、津波地震、仙台湾内の断層によるモデルでは両平

野の津波堆積物の分布を再現することはできないことがわか

った。その一方、プレート間地震を仮定した場合、断層幅を

１００ｋｍ、すべり量を７ｍ以上とした断層モデルによる津

波の浸水域の広がりは、津波堆積物の分布をほぼ完全に再現

できた。」  

「福島県常磐海岸北部では、浪江・請戸地区において、これ

まで松川浦地区などで報告されている貞観津波と見られる堆

積物（箕浦、１９９５；菅原ほか、２００２）を検出し、さ

らにそれより古い時期のイベント堆積物の採取ができた。年

代測定の結果、貞観津波堆積物の下位に、約２３００年前（不

確定）、約２６００年前、約３３００年前、約３８００年前の

４枚のイベント堆積物を確認した。これらの結果を、平成１

８年度までに三陸海岸や仙台平野で得られた過去のイベント

堆積物と比較すると、少なくとも４０００年前以降について

は、イベントの回数（４ 回）は合致し、それぞれの年代値に

ついても一致するものがある事がわかった。」  

２０１０（平成２２）年の「統括成果報告書」は、その「むすび」

で以下の様に述べている。  

    「連動型地震に該当しうるような大津波を伴った既知の地震は、

８６９年貞観津波地震、１６１１年（慶長）および１７９３年

（寛政）の地震だけで、こうした地震に関する記録は限られて

おり、その実体はよくわかっていない。本業務では、巨大津波

が襲来した際に陸上に残される津波堆積物に注目し、津波が遡
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上した時期と範囲の特定を図った。岩手県から福島県の太平洋

沿岸部で行った地質調査の結果、貞観津波が到達した範囲の概

略が明らかとなった。福島県浪江地区では新たに津波堆積物が

検出されたが、岩手県陸前高田地区では津波堆積物が認められ

ず、宮城県から福島県の沿岸がおおよその貞観津波の到来範囲

であると考えられる。さらに、貞観津波によって浸水した範囲

を地質調査から明らかにし、これを説明しうる津波波源モデル

を数値シミュレーションにより推定した。その結果、貞観津波

は、断層の長さが２００km、幅１００km、すべり量７ｍのプ

レート境界型地震が励起した津波として説明可能であること

がわかった。また、地質調査の結果、貞観津波のような巨大な

津波が、過去４０００年間に繰り返して発生していたことも明

らかになった。貞観津波の前には２８０ＡＤ -５６０ＡＤ頃と

７００ＢＣ -４６０ＢＣ頃に巨大津波が襲来していたことが推

定され、こうした巨大津波の再来間隔は、おおよそ４５０年～

８００年程度の幅を持っているようであることがわかった。一

方、ここで新たに明らかとなった貞観津波の波源モデルの位置

や空間的な広がりは、連動型地震であったと評価されている１

７９３年（寛政）の地震の推定震源域とは異なっており、連動

して破壊するアスペリティの組み合わせの違いによる多様性

があることが示唆される。」  

   こうして、連動型巨大地震である貞観地震とその津波の到来範囲

（宮城県から福島県の沿岸）、さらに貞観津波のような巨大津波が

過去４０００年間に繰り返して発生していたことが、科学的に明ら

かにされたのである。  

エ、貞観津波について知見の社会的認識の広がり  
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  本準備書面で明らかにした２００２（平成１４）年以前の貞観津波

についての研究、さらに２００５（平成１７）年以降の国による委託

に基づく本格的調査研究の成果は、しばしば新聞報道等において取り

上げられてきた（甲Ｂ３８、貞観津波等の歴史津波に関連する報道記

事）。貞観津波の巨大さと津波対策の必要性・緊急性については、本

件原発事故以前より社会的にも明らかになっていた。  

オ、貞観地震・津波の知見の進展に対する被告東京電力の対応 

①佐竹論文に基づく試算  

被告東京電力は、２００８（平成２０）年１０月の時点で、佐竹

論文（甲Ｂ１４の５）に基づき試算を行い、１号機から４号機で津

波水位Ｏ.Ｐ.＋８．７ｍとなること、６号機では津波水位Ｏ.Ｐ .＋９．

２ｍとなること等の結果を得た（甲Ｂ１６）。  

  ②合同ワーキンググループでの被告東京電力の対応  

２００９（平成２１）年６月及び７月、「総合資源エネルギー調査

会原子力安全・保安部会  耐震・構造設計小委員会地震・津波、地震・

地盤合同ワーキンググループ」（「合同ＷＧ」）において、被告東京電

力から提出された福島第一原発５号機及び福島第二原発４号機にお

ける耐震安全性評価の中間報告書に対する評価が行われた。  

２００９（平成２１）年６月の第３２回合同ＷＧで、被告東京電

力は、福島第一、第二原発の敷地周辺の地質・地質構造及び基準地

震動Ｓｓの策定につき、プレート間地震の地震動評価について、塩

屋崎沖地震のみを考慮する立場から説明をした（甲Ｂ１５の１議事

録１１頁）。  

これに対し、産総研の岡村行信氏が、８９６年の貞観津波があり、

調査結果も出ているのに全く言及しないのは何故かと追及したのに

対し、被告東京電力は「被害がそれほど見当たらない」と述べた。
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岡村氏は、津波堆積物については少なくとも常磐海岸にも来ている

ことが産総研や東北大の調査で既にわかっていること、震源域は南

までかなり来ていることを想定する必要がある、そういう情報はあ

ると指摘した（１６～１７頁）。さらに岡村氏は、２００８（平成２

０）年佐竹論文（甲Ｂ１４の５）の波源モデルにも言及しつつ、貞

観地震を無視することはできないと繰り返し指摘し、もう一度審議

することになった（３０頁）。  

被告東京電力は、この時点で佐竹論文に基づく試算を行っていた

が、合同ＷＧでは一切報告しなかった。  

２００９（平成２１）年７月の合同ＷＧでも、被告東京電力は、

貞観地震についてはあまり被害が見当たらないという主張を繰り返

した（甲Ｂ１５の２議事録４頁）。岡村氏が、貞観地震は連動型地震

と考えられること、塩屋崎沖地震やその北の宮城県沖地震をまたぐ

形で貞観地震を捉えるべきこと、塩屋崎沖地震より遠い所に貞観地

震の震源モデルを考えるのは誤りであると指摘したのに対し（７頁）、

被告東京電力は、貞観地震については「まだ情報を収集する必要が

ある」等と述べ、議論を先送りにしようとした（８頁）。  

岡村氏が、貞観地震についてこれ以上精度よく推定する方法はほ

とんどなく、先延ばしにすべきではないと主張したのに対し（１３

～１４頁）、被告国（安全審査官）は、東京電力が本報告で津波の評

価もやってくるはず等と述べた（１４頁）。 

被告東京電力は、この会議でも佐竹論文に基づく試算につき一切

報告しなかった。  

  ③上記合同ＷＧ以降の貞観試算を巡る被告東京電力の対応  

２００９（平成２１）年８月上旬頃、保安院審査官は被告東京電

力に対し、貞観津波等を踏まえた福島第一、第二原発における津波
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評価、対策の現況について説明を要請したが、被告東京電力の吉田

昌郎原子力設備管理部長は、佐竹論文による波高試算結果は保安院

から説明を求められるまで説明不要と担当者に指示した（甲Ｂ１の

１、政府事故調中間報告４０１頁）。  

     ２００９（平成２１）年８月２８日頃、想定津波高は２００２（平

成１４）年の津波評価技術により５ないし６ｍであると述べた被告

東京電力に対し、保安院審査官は貞観津波に関する佐竹論文に基づ

く波高の試算結果の説明を要求した（４０１～４０２頁）。  

     被告東京電力は２００９（平成２１）年９月７日頃、保安院にお

いて、室長らに対し、準備した資料を使いながら、貞観津波に関す

る佐竹論文に基づいて試算した波高の数値を説明し、これらの説明

に使用した全ての資料を室長らに渡した。この説明を受けた被告国

（保安院）は、波高が８ｍ台なら津波がポンプの電動機据付けレベ

ルを超え、ポンプの電動機が水没して原子炉の冷却機能が失われる

ことを認識した（４０２頁）。  

しかし、被告国（保安院）は、被告東京電力に対し、担当官限り

の対応として福島第一原発及び福島第二原発における津波対策の検

討やバックチェック最終報告書の提出を促すのみで、対策工事等の

具体的な措置を講じるよう要求したり、文書でバックチェック最終

報告書の提出を求めたりすることは一切しなかった。また、その後

も継続していた合同ＷＧにおいても、被告東京電力から受けた説明

の内容を報告することは一切なかった（４０２頁）。   

被告国は、２００９（平成２１）年に様々な新知見を合同ＷＧ等

の場で識者に議論してもらう制度を創設したが、貞観地震・津波に

ついて何らその場での議論に付そうとしなかった（４０２頁）。 

６、小括  
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  以上のとおり、２００６（平成１８）年以降、津波地震に関する知見

（２００８（平成２０）年の被告東京電力自身による試算）、貞観タイ

プの巨大連動地震が繰り返されていること等についての知見が飛躍的

に高まっていった。  

 

第３、総括  

  以上のとおり、本準備書面では、津波による全電源喪失を予見しうる

だけの知見の進展、及びその時々の様々な知見に対し主に被告東京電力

がそれらをいつ認識し、どのように対応したかについて明らかにした。 

  これら知見の進展に照らせば、被告東京電力が、２００２(平成１４)

年７月あるいは遅くとも２００６(平成１８)年までに、地震及びこれに

伴う津波により原子炉施設が水没して全電源喪失に陥り、炉心が溶融し

放射性物質が施設外へ大量放出されるという重大事故が発生する可能

性を認識しえたことは明白である。  

以 上  

 

（付記）用語の定義について  

＊１「海溝」…海底が細長い溝状に深くなっている場所のこと。６０

００ｍ以上の深さのものを海溝、それより浅いものをトラフと呼

ぶ。 

「海溝軸」…海溝の最深部。日本海溝においては、大陸側の北ア

メリカプレートの下に太平洋プレートが沈み込む境界線を指す。 

 

＊２「波長」…ある波のピークから次の波のピークまでの長さ。 

    「周期」…ある地点を通過する波のピークから次の波のピークま

での時間。 
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＊３ 津波の高さに関する定義を整理する（気象庁ＨＰ等から作成）。 

①「平常潮位」…津波が無い場合の潮位  

②「Ｏ.Ｐ.（小名浜港工事基準面）」…小名浜港の平均海面。 

③「津波高」…平常潮位から測定した、津波によって海面が上昇し

た高さ。（但し、被告東京電力はＯ.Ｐ.で表示）  

④「浸水高（痕跡高）」…平常潮位から測定した、津波による浸水で

構造物の濡れた部分が変色したり草木や地表面が変

形変色したりして残された痕跡の高さ。（但し、被告

東京電力はＯ.Ｐ.で表示）  

⑤「遡上高」…平常潮位から測定した、海岸から内陸へ津波がかけ

上がった高さ。（但し、被告東京電力はＯ.Ｐ.で表示） 

⑥「浸水深」…地盤から津波痕跡までの高さ。  

 

 

（気象庁ＨＰより転載）  

 

 

 

 

 


